
4 労働基準法第 36 条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
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働き方改革実行計画（平成29 年３ 月28 日 働き方改革実現会議決定）【抄】

４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

（法改正の方向性）

現行の時間外労働の規制では、いわゆる３６協定で定める時間外労働の限度を厚

生労働大臣の限度基準告示4で定めている。ここでは、３６協定で締結できる時間外

労働の上限を、原則、月45時間以内、かつ年360時間以内と定めているが、罰則等に

よる強制力がない上、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して特別

条項を設けることで、上限無く時間外労働が可能となっている。

今回の法改正は、まさに、現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強

制力を持たせるとともに、従来、上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な

特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできな

い上限を設定するものである。

すなわち、現行の告示を厳しくして、かつ、法律により強制力を持たせたもので

あり、厳しいものとなっている。

労働基準法5の改正の方向性は、日本労働組合総連合会、日本経済団体連合会の両

団体が時間外労働の上限規制等に関して別添２のとおり労使合意したことを踏まえ

て、以下のとおりとする。

（時間外労働の上限規制）

週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、

かつ、年360時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、

臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合におい

ても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間（＝月平均60時間）とする。

かつ、年720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、

上回ることのできない上限を設ける。

この上限について、①２か月、３か月、４か月、５か月、６か月の平均で、いず

れにおいても、休日労働を含んで、80時間以内を満たさなければならないとする。

②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。③加

えて、時間外労働の限度の原則は、月45 時間、かつ、年360 時間であることに鑑み、

これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年６回を上限とする。

他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したこ

とに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に

指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労

働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

学校における働き方改革特別部会
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（現行の適用除外等の取扱）

現行制度で適用除外となっているものの取り扱いについては、働く人の視点に立

って働き方改革を進める方向性を共有したうえで、実態を踏まえて対応の在り方を

検討する必要がある。

自動車の運転業務については、現行制度では限度基準告示の適用除外とされてい

る。その特殊性を踏まえ、拘束時間の上限を定めた「自動車運転者の労働時間等の

改善のための基準」で自動車運送事業者への監督を行っているが、限度基準告示の

適用対象となっている他業種と比べて長時間労働が認められている。これに対し、

今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日

の５年後に、年960 時間（＝月平均80 時間）以内の規制を適用することとし、かつ、

将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。５年後の施行に向

けて、荷主を含めた関係者で構成する協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、

長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進する。

建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。これに対し、今回

は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５

年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合につい

ては、単月で100 時間未満、２か月ないし６か月の平均で80 時間以内の条件は適用

しない）。併せて、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。

５年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得ながら、労働時間の段階的な短縮

に向けた取組を強力に推進する。

医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義務等の

特殊性を踏まえた対応が必要である。具体的には、改正法の施行期日の５年後を目

途に規制を適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新た

な医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を目途に規制の具体的な

在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

新技術、新商品等の研究開発の業務については、現行制度では適用除外とされて

いる。これについては、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、

新商品等の研究開発の業務の特殊性が存在する。このため、医師による面接指導、

代替休暇の付与など実効性のある健康確保措置を課すことを前提に、現行制度で対

象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化し

た上で適用除外とする。



時間外労働の上限規制等に関する労使合意 

2017年３月 13日 

 

日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会は、働き方改革を強力に推し進め、長

時間労働に依存した企業文化や職場風土の抜本的な見直しを図ることで、過労死・過

労自殺ゼロの実現と、女性や若者、高齢者など多様な人材が活躍できる社会の構築に

不退転の決意で取り組む。 

両団体は、罰則付きの時間外労働の上限規制導入という、労働基準法 70 年の歴史

の中で特筆すべき大改革に合意した。その際、労働組合に属さない労働者の保護や中

小・零細企業の対応可能性なども考慮した。 

政府には、働き方改革実現会議が近く取りまとめる実行計画に、下記の合意内容を

盛り込むことを要望する。  

なお、労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を充たすうえでの最低基準を定

めたものであり、労使はその向上を図るよう努めるべきとされている。特別の事情に

より「特別条項」を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するの

ではなく、月 45時間、年 360時間の原則的上限に近づける努力が重要である。 

個別企業労使には、このことをしっかり確認し合いながら、自社の事情に即した時

間外労働の削減に不断の努力を求めたい。 

記 

１．上限規制 

 時間外労働の上限規制は、月 45 時間、年 360 時間とする。ただし、一時的な業務

量の増加がやむを得ない特定の場合の上限については、 

 ①年間の時間外労働は月平均 60時間（年 720時間）以内とする 

 ②休日労働を含んで、２ヵ月ないし６ヵ月平均は 80時間（＊）以内とする 

 ③休日労働を含んで、単月は 100時間を基準値とする 

 ④月 45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする 

 以上を労働基準法に明記する。これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保する。 

 さらに、現行省令で定める 36協定の必須記載事項として、月 45時間を超えて時間

（別添２） 
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外労働した者に対する健康・福祉確保措置内容を追加するとともに、特別条項付 36

協定を締結する際の様式等を定める指針に時間外労働の削減に向けた労使の自主的

な努力規定を盛り込む。 

(＊)２ヵ月ないし６ヵ月平均 80時間以内とは、２ヵ月、３ヵ月、４ヵ月、５ヵ月、６ヵ月の 

  いずれにおいても月平均 80時間を超えないことを意味する。 

 

２．勤務間インターバル制度 

 終業から始業までに一定時間の休息時間を設ける、勤務間インターバル制度を労働

時間等設定改善法及び同指針に盛り込む。また、制度の普及促進に向けて、労使関係

者を含む有識者検討会を立ち上げる。 

 

３．過労死等を防止するための対策 

 過労死等防止対策推進法に基づく大綱を見直す際、メンタルヘルス対策等の新たな

政府目標を掲げることを検討する。職場のパワーハラスメント防止に向けて、労使関

係者を交えた場で対策の検討を行う。 

 

４．労働政策審議会における検討  

 上限規制に関する詳細については、労働政策審議会で検討する。 

 

５．検討規定 

 法律施行５年経過時において、法律の施行状況や過労死等労災認定の状況、長時間

労働の削減状況、企業活動への影響（特に中小・零細企業）などに基づき、労働時間

法制のあり方全般について検討を行うこととし、その旨を労働基準法附則に記載する。 

以 上 
                     
                  一般社団法人日本経済団体連合会  
                      

                                    会長 榊原 定征 
 
 

                 日本労働組合総連合会  
                                         

                                    会長 神津 里季生 

79

Administrator
線


